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社会資本整備審議会 道路分科会 第３０回事業評価部会 

令和８年３月２６日 

 

 

【総務課長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから社会資本整備審議会道路

分科会第３０回事業評価部会を開催いたします。 

 本日は御多忙の中、会議に御参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日の進

行を務めさせていただきます国土交通省道路局総務課長の高藤でございます。よろしくお

願いいたします。 

 まず、初めに、本日御出席いただいております委員の皆様の御紹介でございますが、時間

の関係上、お手元の委員名簿で代えさせていただきます。 

 なお、今回より事業評価部会長として、小池委員に御就任のほうをいただいております。

また、新たに円山委員が臨時委員として選任されております。本日、田村委員、円山委員に

おかれましては、所用により欠席となっております。また、鈴木委員、田島委員におかれま

しては、所用によりは１５時頃からの御出席となります。 

 本日御出席の委員の方は、総員９名の３分の１以上でございますので、社会資本整備審議

会令第９条第１項による定足数を満たしておりますことをここに御報告申し上げます。 

 会議形式はウェブ会議と対面の併用となっておりますが、ウェブで参加されている委員

におかれましては、御発言時以外はマイクをミュートにしていただくようお願いいたしま

す。 

 それでは、開会に当たりまして、道路局長の沓掛より御挨拶を申し上げます。 

【道路局長】  道路局長の沓掛です。本日は小池部会長、御就任いただきまして、最初の

部会となります。どうぞよろしく御指導いただければと思っております。また、年度末のお

忙しい中、委員の皆様におかれましては、本部会に御出席を賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。日頃より道路行政に多大なる御理解、御協力をいただいていること、この場を借

りて改めて御礼申し上げます。 

 さて、本日の部会におきましては、令和８年度予算に向けた直轄道路事業の新規事業採択

評価としまして、高規格幹線道路で１事業、一般国道の拡幅、バイパスで６事業、合計７事

業の新規事業化を予定しており、これら事業の評価の妥当性について御審議をいただく予

定でおります。また、有料道路事業の新規導入に伴う事業主体、施工区分や事業中の有料道
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路事業における有料投資額の変更についてもお諮りすることとしています。それぞれ手続

を進めるに当たって、透明性を確保する観点から第三者の意見を伺うこととしており、いず

れも内容の妥当性について、御審議をいただく予定としております。 

 限られた時間ではございますが、委員の皆様からは忌憚のない御意見をいただきますよ

う、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【総務課長】  ありがとうございました。 

 続きまして、新たに御就任いただきました、小池部会長から御挨拶をいただきたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。 

【小池部会長】  新たに部会長を仰せつかりました、神戸大学の小池です。よろしくお願

いします。 

 前任の石田先生ほどはうまく司会もできませんが、なるべく議論を闊達に、そして時間ど

おりに進めるように進めたいと思います。議論ですが、うちの学生によく言っているんです

が、ある評価に対して、客観と主観があるというのはふだん我々、耳にするんですが、ここ

での議論は多分客観で、なおかつ定量化されている客観、それから定型化されている客観、

定型化されていない客観、これら３つをどう融合させて議論するかが多分ポイントなんで

す。そういった議論を含めて、評価手法の在り方も検討していきたいと思いますので、ぜひ

いろんな意見を出していただいて、今後に向けても、はたまた、こういった現在上がってい

る事業に対しても審議を闊達にしていただければと思います。よろしくお願いします。 

【総務課長】  ありがとうございました。本日の事業評価部会でございますが、局長の御

挨拶の中でも触れておられましたが、令和８年度予算に係る道路事業の新規事業採択時評

価、有料道路事業の事業主体、施工区分の検討、有料投資額の変更に当たりまして、社会資

本整備審議会の御意見を承ることとしており、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長

に諮問が行われ、これに基づき、事業評価部会の意見を承るものでございます。 

 事業評価部会の議事につきましては、運営規則第７条第１項により公開としております。

本日、傍聴の方はウェブにて傍聴をいただいております。 

 本日の会議資料は、あらかじめメールにてお送りさせていただいておりますが、議事次第、

委員名簿、資料が１から４、参考資料が１から７でございます。 

 それでは、以後の議事の進行を小池部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

【小池部会長】  それでは、これより議事を進めさせていただきます。本日の議事は、審
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議事項として、令和８年度予算に向けた道路事業の新規事業採択時評価、有料道路事業を活

用した道路整備の２件となります。十分な審議時間を確保するため、事務局からは要点を絞

った端的な説明をお願いします。事務局より資料を説明していただいた後に、委員の皆様か

ら御質問や御意見をいただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、令和８年度予算に向けた新規事業の道路事業の新規事業採択時評価について

事務局から説明をお願いします。 

【国道・技術課長】  国道・技術課長の西川でございます。それでは、お手元の資料１で

事業化候補箇所の選定の考え方について御説明をさせていただきます。 

 １ページ目をお開きください。これは手続の全体のスケジュールでございます。３月１３

日に既に都道府県知事への意見照会をしてございまして、いただいた意見は参考資料の２

のほうに整理してございますが、詳細は説明を割愛させていただきますけども、今回、候補

箇所としてお示ししている７事業全てについて、予算化の同意をいただいているという状

況でございます。その後、３月２４日まで各地方整備局におきまして、地方小委員会を開催

して議論をいただいております。小委員会でいただいた御意見は参考資料３のほうにまと

めてございます。全ての箇所につきまして、新規事業化は妥当との御意見をいただいている

ところでございまして、赤枠の本日の事業評価部会で御審議をいただいて、予算成立後、実

施計画に盛り込んで、新規事業化が決定するという流れになってございます。 

 続きまして、２ページ目でございますが、これが本日御審議いただきたい新規事業化の候

補箇所７か所のリストでございます。最初の１か所目が高規格幹線道路で、それ以降が一般

国道の拡幅・バイパス事業となってございます。 

 ３ページ目はそれを地図に落としたものでございます。 

 ４ページ目を御覧ください。４ページ目に選定の考え方を整理してございます。候補箇所

につきましては、地域におきまして、渋滞、事故、防災などの道路交通上の課題、地域から

要望がある区間等について、各地方整備局のほうで抽出いたしまして、事業実施環境が整っ

ているかにつきまして、先ほど御説明いたしましたような地方小委員会で審議した上で候

補箇所というものを選定しているところでございます。 

 さらに全国的な施策に照らして必要性を確認させていただいております。昨年度の事業

評価部会で、選定の考え方とその後の資料説明の評価項目の整合が取れていないというよ

うな御指摘もいただいておりますので、その点、少し留意しながら整理をさせていただいて

おります。具体的には中段にございますけども、自動車や歩行者への影響、社会全体への影
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響の２項目に整理をいたしまして、以降、それぞれの資料も整合を取った形で確認をするよ

うにいたしております。また、主要都市間の速達性、大規模災害に対する脆弱性などの広域

的なネットワークの課題や、企業誘致、地域振興、地域安全保障など、ストック効果を高め

る可能性についても確認をさせていただいております。 

 それを踏まえて、４ページ目の下の欄にある７か所を選定させていただいております。 

 ５ページ目以降でございますが、これにつきましては、全国的な政策課題について特に高

規格幹線道路と、その他の高規格道路、３路線について、具体的に説明をさせていただきま

す。それ以外の一般国道につきましては、資料３以降で御紹介をするという形でいきたいと

思います。５ページ目は道路ネットワークについて主要都市間の連絡速度を表したもので

ございます。これは都市間の最短距離を最短時間で割ったものでございまして、速達性を示

す指標ということで、早く行けるものについては青、赤になれば遅いというような状況でご

ざいまして、高規格幹線道路とそれ以外の高規格、合計３区間を地図の上に落とさせていた

だいております。 

 次に、６ページ目でございますけども、２つ目の課題として掲げております防災機能の評

価でございます。平時と災害時の移動時間の変化によって迂回の程度を評価してございま

して、ＡＢＣＤの４つのランクで分けてございます。災害時に通行不能となる区間など、箇

所を選定させていただいておりまして、災害時と平常時の時間に差がなければＡ評価、時間

が１.５倍未満の場合はＢ、１.５倍以上がＣ、通行不能になる区間がＤという形で整理をし

てございます。そこに、先ほどの繰り返しになりますけども、高規格の３か所を落とさせて

いただいております。いずれも、Ｃ、Ｄの評価というところでございます。 

 ７ページ目でございますが、これは拠点へのアクセス状況でございまして、港湾空港、主

要な駅などの接続性を整理したものでございます。現時点での状況といたしましては、特に

右のグラフの一番上でございますけども、主要な港湾へのアクセス、約１割が２０分以上を

要しているというところで、引き続きシームレスな接続が課題となっているというところ

でございます。 

 ８ページ目でございますが、これは物の流れ、特に農水産物にフォーカスして整理をして

ございます。色の濃いところが交通量が少なく、また、線が太いところが物流の多いところ、

ここでいうと、農水産物の流れが多いところということでございます。全体として見ていた

だければ、北海道北部、東部、それから東北の三陸沿岸、この辺が交通量が少ないものの、

農水産製品の輸送量が多い区間というのが目立っているという傾向が見えるかなと考えて
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おります。 

 また、続きまして、９ページ目でございますけども、観光支援ということで訪日外国人が

２０１９年に３,０００万人を超えているところでございます。また、コロナ以降も回復傾

向ということで、堅調な訪日外国人の数というところでございます。真ん中の円グラフで見

ていただけますように、成田、羽田、関西、中部のほかにも多くの地方空港で、クルーズ港

から日本に入国している状況がございますので、そういうところからネットワークの整備

によりまして、インバウンド観光客の移動がしやすいようにしていくことが一つ大きな効

果につながるんじゃないかなという整理になってございます。 

 １０ページでございますけども、医療サービスの確保でございます。災害拠点病院へのア

クセス状況を整理してございまして、高規格道路のネットワークの形成によりまして、災害

拠点病院のアクセス向上、それから災害派遣医療チームや支援物資を迅速に輸送すること

が可能というところを整理しているところでございます。 

 これらの課題に、全国的な政策課題に照らしまして、１１ページに高規格幹線道路、それ

以外の高規格道路につきまして、新規の事業化候補箇所を整理してございます。１つ目が、

北海道縦貫自動車道の中川手塩道路、これに並行する現道の国道４０号に要対策箇所が存

在するということで、さらにルート構造が確定して事業実施環境が整っているということ

から候補箇所として選定しているところでございます。その下の段の、それ以外の高規格道

路でございますけども、上の段でございます、国道２号が現道でございますけども、福山道

路、笠岡西から長和間につきまして、並行する国道２号に主要渋滞箇所や事故危険箇所が存

在しているという状況でございまして、ルート構造が確定して、実施環境が整っているとい

うことで、候補箇所として選定しているところでございます。一番下の阿南安芸自動車道の

ところでございますけども、これは並行する現道が国道５５号でございます。牟岐海部道路

でございますけども、これにつきましては、現道の国道５５号に防災上の要対策箇所がある

などの課題があるということと、ルート構造は確定して、事業実施環境が整っているという

ことから候補箇所として整理をさせていただいております。 

 このほかに一般国道の拡幅、バイパス事業として４か所選定してございますが、それは資

料３以降で、その考え方も含めて御説明をさせていただきます。高規格を中心に新規候補箇

所の選定の考え方を説明させていただきました。 

 以上でございます。 

【小池部会長】  ありがとうございました。続けて、新規事業化候補箇所のうち、まず、
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高規格幹線道路について御説明をお願いします。 

【国道・技術課長】  続きまして、国道・技術課のほうから御説明させていただきます。

資料は資料２でございます。資料２、１枚めくっていただきますと、上に青帯があります。

Ａ３でございます。そちらを見ていただければと思います。 

 １ポツの事業概要の①のところに路線概要を示させていただいておりますけども、今回、

候補箇所として挙げております、中川天塩道路につきましては、北海道縦貫自動車道の一部

を成してございます。北海道縦貫自動車道、函館から稚内の全体６８１キロの高規格道路で

ございまして、この中で、今回の候補箇所は２０.７キロの完成二車線の自動車専用道路で

ございます。③に実施環境の状況を説明させていただいておりますけども、計画段階評価を

行いまして、ルート構造を検討しているところでございまして、今回、地域課題、実施環境

を踏まえまして、候補箇所として選定してございます。 

 評価結果、２ポツのところでございますけども、右側の一番上でございます。総合的な評

価といたしまして、費用便益分析や事業実施による社会全体の多様な効果を整理してござ

います。まずは、費用便益分析、一番上の表でございますけども、札幌ジャンクションから

稚内間のＢ／Ｃが１.３ということでございます。その横に参考として書かせていただいて

おりますけども、参考値、走行時間信頼性向上便益とＣＯ２の排出削減便益を加えたものを

参考の欄にお示ししてございまして、１.４というところでございます。また、事業費の算

出に当たりましては、後ろの４ページ目、５ページ目でございますけども、事業費算出に当

たりまして、リスク分析を行ってございます。この地域、特に４ページ目の区分①の工事の

うち、改良というところのリスクへの対応状況というのが右の欄にございますけども、近傍

で軟弱地盤があったというような地質調査結果もございますので、それを参考にいたしま

して、想定されるリスクに応じた軟弱地盤対策費を計上して事業費の算出を行っていると

いうところでございます。 

 具体的には５ページ目に、隣接した天塩防災事業での軟弱地盤の状況等も併せて整理を

させていただいております。 

 ２ページ目に戻っていただきまして、事業の影響についてということで、右側の下の表で

ございます。評価項目の中に、社会全体への影響という欄がございます。その中で１つ目の

住民生活というところでございますが、この地域、三次医療機関は名寄市しかございません。

ですので、小さくて恐縮ですが、その欄の図４でございますけども、最北の稚内市から名寄

市への搬送時間が全道でワースト１位というところでございます。 
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 続きまして、地域経済という評価項目でございますけども、図５、６にお示ししています

ように、この地域、ホタテの漁獲量、乳製品の生産量が全国トップクラスということで、日

本の食を支える生産空間ということでございます。そういう状況ですけども、図７にありま

すように、このルート上に狭小な幅員が狭い区間や、冬季の悪天候で速度低下が発生する区

間が存在しております。あと、写真１にもありますように、貨物車の死亡重大事故が発生し

ているということで、速達性、安全性の高い物流ルートの確保が大きな課題というところで

ございます。 

 最後に下の災害の項目でございますけども、図８、図９に示していますように冬季の悪天

候による国道通行止めの時間が、図８にありますように増加をしていると。また、図９にあ

りますように、洪水警報、注意報発令日が増加をしているというところでございます。写真

２にあるように、悪天候時には視界不良の状況が多く見られるということで、災害時でのネ

ットワーク機能の確保が大きな課題となっているところでございます。 

 以上のように、事業の影響ということで整理をさせていただいております。 

 この地域の産業振興、それから救急搬送などの医療活動、そういった活動を支えるために

も、信頼性の高い道路ネットワークを形成していく必要があるだろうということで候補箇

所として選定をさせていただいているところでございます。 

 資料２については、以上でございます。 

【小池部会長】  ありがとうございました。続けて、新規事業化候補箇所のうち、一般国

道について、御説明をお願いします。 

【東北地方整備局道路部長】  それでは、一般国道の新規事業化候補箇所について御説明

申し上げます。東北地整の井上です。資料３のほうお手元に御用意ください。 

 ①、②について井上より説明申し上げます。一枚おめくりください。一般国道４号、白石

南拡幅でございます。国道４号は、東京と青森を結ぶ延長約８３９キロの主要幹線道路でご

ざいます。白石南拡幅は延長３.１キロ、２車線を４車線にする現道拡幅事業となります。

これまでに計画段階評価においてルート、構造等を検討しており、今回、地域課題や事業実

施環境を踏まえて新規事業化候補箇所として選定してございます。 

 右側、評価結果を御覧ください。総合的な評価として費用便益分析や事業実施による多様

な効果を確認しております。まず、費用便益分析でございます。Ｂ／Ｃについては１.３、

参考値ではありますが、走行時間信頼性向上便益とＣＯ２排出削減便益を加えた場合は１.

４となってございました。 



 -8-

 続いて、事業の影響でございます。事業の影響について主立ったものを御説明いたします。

まず、交通事故の関係ですけれども、写真１のとおり、沿道の出入りが連続してございまし

て、図の３に示すとおり、単路部において沿道の出入りを起因とした追突事故が多く発生し

ています。また、図４の通り、死傷事故率が宮城県内の直轄国道平均の約３倍となってござ

います。一つ下の救急医療への影響についてでございます。図５のとおり、大型車の混入率

が宮城県内の国道４号平均の約２倍となっておりまして、図６に示すような、高次救急医療

機関への搬送時は救急車搬送しづらい状況となってございます。続いて、もう一つ下の段、

物流の影響についてでございます。図７のとおり、白石市の電子機器関連メーカーが当該区

間を利用して原材料の仕入れや製品の出荷を行ってございますが、東北自動車道が通行止

めとなった場合などには、対象区間で交通混雑が発生しまして、工場稼働等に支障が出てい

るところでございます。また、現在事業中の白石中央スマートインターチェンジ周辺では、

道の駅などの開発も進んでございまして、今後、対象区間の利用増加が想定されているとこ

ろであります。また、もう一つ下、代替道路としての機能向上、道路の信頼性についてであ

りますが、図８のとおり、東北自動車道の国見から白石のインターチェンジ間で通行止めが

発生すると並行する国道４号に交通が集中しまして、対象区間で速度低下が発生しており

ます。白石南拡幅によって、交通の円滑性、安全性の向上であるとか、医療活動、物流活動

の支援、また、代替道路としての機能向上を図ることにより、このような課題が改善される

ものと考えてございます。 

 ２枚お進みください。続いて、一般国道４号、古川高清水拡幅でございます。古川高清水

拡幅は延長５.２キロ、２車線を４車線にする現道拡幅の事業となります。右側の評価結果

のほうを御覧ください。総合的な評価として、費用便益分析や事業実施による多様な効果を

確認してございますが、Ｂ／Ｃについては１.６、参考値ではありますが、走行時間信頼性

向上便益とＣＯ２排出削減便益を加えた場合も１.６となっております。 

 続いて、事業の影響についてであります。事故については、図の３にお示ししているとお

り、交通混雑に起因した追突事故が多数発生してございます。また、図４に示すとおり、死

傷事故率が単路部で宮城県内の直轄国道平均の約５倍、交差点部でも約１.５倍と高くなっ

てございます。また、一つ下の枠、救急医療への影響でございますが、図５のとおり、栗原

市方面から高次救急医療施設への搬入ルート、これ図でいうと右から左のほうになるんで

すけれども、その搬送ルートにおきまして、写真１のとおり、２車線区間で交通混雑により

救急車が搬送しづらい状況が発生してございます。また、もう一つ下、物流への影響でござ
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いますが、図６のとおり、自動車関連部品の製造会社がこの区間を利用して製造品の出荷を

行ってございますが、並行する東北自動車道が通行止めとなった場合などには、対象区間で

交通混雑が発生して製造品の配送遅延が生じております。続いて、代替道路としての機能向

上、道路の信頼性についてでありますが、図の７のとおり、東北自動車道の古川築館インタ

ーチェンジ間で通行止めが発生した場合には、国道４号に交通が集中し、対象区間で速度低

下が発生してございます。古川高清水拡幅によりまして、交通の円滑性、安全性の向上、ま

た、医療活動や物流活動の支援、代替道路としての機能向上を図ることで、これらの課題が

改善されるものと考えております。 

 私からの説明は以上となります。 

【中部地方整備局道路部長】  続きまして、一般国道２１号、宮浦拡幅について説明させ

ていただきます。中部地方整備局の望月です。資料の６ページを御覧ください。 

 一般国道２１号は、岐阜県の瑞浪市から滋賀県前原市に至る延長９７キロの主要幹線道

路であり、本事業はこのうち、岐阜県美濃加茂市御門町から美濃加茂市田島町に至るＪＲ太

多線の跨線部を含む延長１.４キロの４車線拡幅事業です。今回、地域課題の状況や事業実

施環境が整ったことを踏まえ、新規事業化候補箇所として選定しております。 

 評価結果についてでございます。総合的な評価として、費用便益分析や事業実施による社

会全体への多様な効果を確認しております。費用便益について、当該道路の整備によるＢ／

Ｃが１.２となり、参考値でありますが、走行時間信頼性向上便益とＣＯ２排出削減便益を

加えたＢ／Ｃは１.４となります。 

 事業の影響についてでございます。事業の影響について、注目すべき項目を御説明させて

いただきます。自動車への影響ですが、図２に示すとおり、本事業区間は現状２車線であり、

前後区間が４車線となっているボトルネック箇所であることから交通容量が不足しており、

朝夕ピーク時を中心に交通集中による速度低下が課題となっています。さらに国道２１号

の渋滞により、バイパス機能が十分に発揮できず、図３に示すとおり、国道２１号を通過す

べき交通が美濃加茂市及び可児市の市街地へ流入することで交通事故が発生しており、市

街地の交通環境が課題となっています。 

 最後に、産業活動について説明します。図４に示すとおり、美濃加茂市及び可児市の製造

品出荷額は岐阜県内で上位に位置するなど、産業が盛んな都市であり、両都市の結びつきも

強い一方、先ほど説明したとおり、交通容量不足による渋滞により、製品輸送等における速

達性の確保が課題となっています。当該道路の整備により、地域交通の円滑化、市街地の交
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通安全性向上、地域経済活動に寄与する道路ネットワークを形成することで、このような活

動を改善してまいります。 

 私からの説明は以上です。 

【近畿地方整備局道路部長】  続きまして、一般国道８号、彦根東近江バイパス（Ⅰ期）

について御説明させいただきます。近畿地方整備局、西野でございます。 

 国道８号は新潟県新潟市から京都府京都市に至る延長約６００キロメートルの主要幹線

道路でして、このうち当該道路は滋賀県彦根市から滋賀県多賀町に存する延長８.１キロの

暫定２車線のバイパス道路となっております。これまでに計画段階評価においてルート、構

造を検討しており、今回、地域課題や事業実施環境を踏まえ、新規事業化候補として選定し

ております。 

 右側のほうに移ります。評価結果でございます。総合的な評価結果として、費用便益分析

や事業実施による社会全体の多様な効果を確認しております。費用便益分析について、当該

道路の整備による、長浜市から近江八幡市間のＢ／Ｃが５.４となっており、参考値ではご

ざいますが、走行時間信頼性向上便益とＣＯ２排出削減便益を加えたＢ／Ｃが７.３となっ

てございます。 

 その下に参ります。事業の影響でございます。こちらについては注目すべき項目を御説明

させていただきます。対象区間は現道国道８号には、主要渋滞箇所が５か所存在するなど、

写真１にお示ししますように、朝夕ピーク時を中心とした渋滞が発生しております。また、

図３、４にお示ししているとおり、追突事故などによる死傷事故率が県内国道８号平均を上

回るなど、交通安全の確保も課題となっております。加えて、社会全体の影響でございます

が、図５に示すとおり、国内トップシェアの事業所や大規模事業所が多数立地している中、

国道８号の渋滞により、製品の納入時間などの遅延リスクがあり、速達性、安全性、定時性

の高い物流ネットワークの構築が課題となっております。また、滋賀県は文化資源が多数存

在しております。こうした観光地間の連携強化も重要となってございます。当該道路の整備

により地域の交通混雑の緩和交通事故の減少に寄与し、産業振興、観光振興を支援する道路

ネットワークを形成するものと見込んでおります。 

 説明は以上になります。 

【中国地方整備局道路部長】  続きまして、一般国道２号、福山道路、笠岡西から長和間

でございます。中国地方整備局道路部長、大江でございます。よろしくお願いいたします。 

 本事業につきましては、左側の事業概要でございますが、岡山県から広島県に至る延長約
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５５キロメートルの高規格道路であります、倉敷福山道路の一部を構成する延長１３.２キ

ロの完成４車線の自動車専用道路でございます。この道路は時間信頼性の高い道路ネット

ワークを構築し、国道２号の渋滞を改善するとともに、物流生産性や医療機関への緊急搬送

の際の走行性、信頼性の向上等が特に期待されるところでございます。福山道路につきまし

ては、平成１３年に都市計画決定をされておりまして、その内、福山市瀬戸町長和から福山

市赤坂町の３.３キロ、地図上では左側の部分でございますが、この部分は既に事業化をさ

れております。今回、地域課題や事業実施環境を踏まえ、新規事業化候補箇所として残る区

間を選定しております。 

 評価の結果でございますが、右上、総合的な評価として、費用便益分析や事業実施による

社会全体への多様な効果を確認しており、費用便益については、倉敷福山道路全体としての

Ｂ／Ｃが３.９、参考値でありますが、走行時間信頼性向上便益やＣＯ２排出削減便益など

を加えた、参考便益、Ｂ／Ｃとしては４.４となっております。 

 その下の事業の影響について何点か御説明申し上げます。まず、１つ目の福山市内の国道

２号についてでございますが、信号連坦や交通集中により朝夕のピーク時を中心に速度低

下が発生しておりまして、写真１のような渋滞の状況でございます。また、２つ下でござい

ますが、物流の効率化関係で、福山市におきましては、鉄鋼業をはじめとした製造業が盛ん

でございまして、図３に示しますとおり、福山港から東西へ工業品関係の数多くの物流が存

在しておりますが、２号の渋滞によりこうした活動に影響を与えているところでございま

す。また、医療面や災害面におきましても、緊急搬送への影響、移動経路の確保などが課題

となっております。こうした課題に対しまして、当該道路整備により交通混雑を緩衝し、救

急医療や地域産業を支援するとともに、信頼性の高い道路ネットワークを確保することで、

このような課題を改善してまいりたいと思っております。 

 説明は以上です。 

【四国地方整備局道路部長】  続きまして、一般国道５５号、牟岐海部道路につきまして、

四国地方整備局、福本のほうから説明いたします。 

 まず、事業の概要ですけども、お手持ちの資料２の１２ページをお開きください。それの

左側になりますが、四国８の字ネットワークの一部を構成する阿南安芸自動車道になって

おりまして、これは徳島県阿南市から高知県安芸市に至る延長約１１０キロメートルの高

規格道路でありまして、このうち、当該道路は対象区間が８.３キロの完成２車線の自動車

専用道路です。これまでに、計画段階評価においてルート構造を検討しており、今回、地域
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課題や事業実施環境を踏まえ、新規事業化候補箇所として選定しております。 

 右側の評価結果について御説明いたします。総合的な評価として、費用便益分析や事業実

施による社会全体への多様な効果を確認しております。費用便益分析につきましては、当該

道路の整備により、徳島ジャンクションから高知ジャンクション間のＢ／Ｃが１.１となり、

参考値でありますが、走行時間信頼性向上便益とＣＯ２排出削減便益を加えたＢ／Ｃが１.

２となっております。 

 続きまして、その下の事業の影響について注目すべき項目を御説明いたします。社会全体

への影響のところですが、牟岐町に位置する第２次救急医療機関である県立海部病院への

緊急搬送は、当該地域唯一の緊急輸送道路である国道５５号を利用しています。しかしなが

ら、写真１、ちょっと小さいですけども、写真１に示すとおり、急カーブや急勾配箇所が多

数あることから、搬送時の患者への負担が懸念されています。さらに災害面ですけども、下

のほうになりますけど、図４に示すとおり、事業区間に並行する国道５５号は南海トラフ地

震発生時の津波浸水により、最大約５割が浸水することとなっております。また、同じく図

４の真ん中あたりにあります（仮称）浅川インターチェンジの位置する浅川地区につきまし

ては、陸海空の輸送拠点及び救助活動拠点が集積する徳島県南部における大規模災害時の

重要拠点ですが、広域支援の観点でアクセス性が低いことが課題となっております。当該道

路の整備により、救急搬送などの医療活動、産業振興や観光振興に寄与し、南海トラフ地震

等の災害に備えた命の道として機能する信頼性の高い四国８の字ネットワークを形成する

ことで、このような課題を改善してまいります。 

 以上でございます。 

【小池部会長】  ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明について御意見、

御質問ございましたらお願いします。これは挙手してもらうんですか。お願いします。羽藤

先生お願いします。 

【羽藤委員】  委員長、どうもありがとうございます。質問ですけれども、まず、北海道

の中川天塩道路についてですけれども、かなり雪が多いところですし、非常に寒いところで

ございますので、維持管理のコストが、建設が相当増大してくるのではないかなということ

を思いました。 

 その場合に、ポットホールとか凍結融解等によって、要するにライフサイクルコストが押

し上げられてしまった結果、地域の道路全体の維持管理コストが上がってしまって、この道

路の事業化が運用面での仕組みが十分に確保されていないと、面的に維持管理全体に影響



 -13-

を及ぼすんじゃないかと危惧しておりますため、維持管理上の工夫についてもし御意見が

あれば、考えをお聞かせいただきたいと思った次第です。 

 もう１点は、東北地整さんの宮城の白石南拡幅の件ですけれども、東北自動車道通行止め

のときに交通が集中して生活に支障が生じることから、代替機能を持つ幹線としての意義

が大きいという話は、かつてはあまり聞かなかった問題で、やっぱり維持管理で頻繁に工事

しているということが、新たな道路というのが必要になるということを、今日の御説明から

改めて勉強になったんですけれども、とすると、単なる車線増設では対応し切れないような

問題、特に今までなかったような通過交通が増加するとか、沿道利用が混在する中で事故リ

スクが高まる、そういう中で、アクセスの集約化とか交差点処理の高度化とか、交通と沿道

機能を分離するような設計上の工夫が必要じゃないかなと思ったり、あるいは安全面での

工夫が今まで以上に相当必要になるかと思ったんですが、この辺りで、現時点で、地元で工

夫など考えておられる点があればぜひお聞かせいただきたいと思ったんですが、いかがで

しょうかという、この２点です。以上です。 

【小池部会長】  ありがとうございます。それでは、事務局のほうからどうぞ。 

【国道・技術課長】  まず、北海道のほうを答えます。国道・技術課でございます。御指

摘いただきまして、ありがとうございます。冬期の悪天候の中で、高速の交通サービスを維

持していくには、先生御指摘のとおり維持管理コストも非常にかかるということは十分認

識してございます。一方で、新規事業化のときには一定の維持管理コストを入れているもの

の、そこが十分かどうかというところはまた議論があるのかもしれませんけども、一定の維

持管理コストを見込んで、Ｂ／Ｃも評価した上で、今回、総合的に評価して候補箇所として

提示をさせていただきました。 

 実際のオペレーション、実際に供用した後のサービスを維持していくための維持管理コ

ストについては、今、道路関係の総予算の中でしっかりと老朽化対策も含めて、維持修繕の

コストをしっかりと確保しながらやっているところでございますので、冬期の非常に厳し

い状況の中でもしっかりと、舗装の話も御指摘いただきましたけども、そういう問題も含め

て維持管理、メンテナンスも含めて、予算をしっかり確保しながら体制を確保していく必要

があるのかなと考えてございます。その点はちゃんと留意しながら事業を進め、供用後のサ

ービス維持に努めていきたいなと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

【東北地方整備局道路部長】  よろしいですか。 
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【小池部会長】  はい。 

【東北地方整備局道路部長】  白石南拡幅についてお尋ねございました。車線数を増やす

だけじゃなく、沿道機能等の関係で構造等の工夫されているのであれば、今時点でというこ

とでありましたが、今回２車線のところを４車線化する際に、交差点の集約であるとか、中

央帯の設置のほうを検討してございます。もともと追突事故が非常に多いところでもあり

ましたので、車線数を増やす、中央帯を設置する、交差点の数を減らす、こういったことで

事故のリスクを減らしていきたいと、このように考えてございます。 

 以上です。 

【小池部会長】  羽藤先生、よろしいでしょうか。 

【羽藤委員】  東北の話は特に安全面での対策は分かりましたし、西川課長の話でも、事

業評価としては、まず、これで問題がないということを確認したということと、長期的には

維持管理の工夫をしないと、常時のコストが財源非常に厳しくなるので、その辺り今後に向

けての課題というふうに受け止めておられるということで認識しましたので、本当にあり

がとうございます。 

【小池部会長】  ありがとうございます。そのほか、どうでしょうか。原田先生、お願い

します。 

【原田委員】  原田です。ありがとうございました。防災性の評価の部分が拡幅の３事例

については取り扱わないということで、そこは入っていないということなんですけど、平常

時と災害時の時間についてはそうかもしれないんだけど、通行止めになる可能性とか危険

性とかいうところで違いが出るのではないかと思うんですけど、それは考慮しないという

ことでしたっけ。それは確認です。お願いします。 

 それからもう一つは、一体的評価でやるということを決めてやっていることなので、それ

はそれで理解しているんですけども、参考資料を見ると、調査中という区間が抜けている場

合と入っている場合があるような、道路の種類によって、ケースによって違っているような

んですけど、これは何か費用が分からんとか別の理由で入ったり入らなかったりしている

んでしょうか。 

 それからもう一つ、一体的評価のところで、未開通の部分が結構あっての、ある部分が開

通するというので一体的に評価しているのがあるんですけども、これ対象にしている部分

については今から工事をして改良していくんですけど、ほかの部分については、例えばさっ

きの調査中が入っているようなところについては、調査中の期間がどこから工事に入って、
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いつ頃完成するかというのは、評価も今回、対象としている区間とはずれると思うんですが、

そういう開通の期間がずれていくみたいなところはどうやって考慮するとなっていました

っけ。資料を見ていて、参考資料を見ていて、一体的評価のところ、気になったので質問さ

せていただきます。よろしくお願いします。 

【小池部会長】  事務局のほうからですかね。 

【評価室長】  まず、防災機能評価でございますけども、広域的な災害に資する道路ネッ

トワークが形成すると考えられる事業というようにマニュアル上はさせていただいており

まして、なので、結果的に今回の拡幅のところは、防災機能評価をやっていないというとこ

ろになっています。なので、全部一律でやっているわけではなくて、そういった広域防災に

資する道路ネットワークのときにやるという形でやらせていただいてございます。 

 一体評価の部分で調査中の部分でございますけれども、調査中のところは、ウィズも、ウ

ィズアウトも現道を通る形で交通は流させていただきますし、なので、そこに関してはＢも

Ｃも積んでいない形でウィズとウィズアウトを比較させていただいております。 

 すいません、都市計画決定しているなどの事業費がしっかりと積める場合は、調査中区間

であったとしても入れさせていただく、ウィズ、ウィズアウトで比較させていただいている

というところでございます。 

【小池部会長】  よろしいでしょうか。 

【原田委員】  事業の開始がずれる話はどうですか。 

【小池部会長】  リスクですよね。だから都市計画決定しているからということですよね。 

【評価室長】  調査中の……。 

【原田委員】  いや、調査中とかそういうことじゃなくて、事業中のやつは入れるという

んでしょう。それから、あと事業に入っていなくても、黄色で一体的評価に入れている区間

がありますよね。勘違いしているかな。一体区間がＡＢＣＤＥとあって、今、Ｃのところを

評価しているんだけど、ほかのＡのところもまだ開業していないと。一体的なのはＡＢＣ全

体でやるんだけど、今、いつ工事に入るか分からない、そういうことを書いていない部分に

ついて、費用便益分析で何年間とやるのに実際とずれるじゃないかと思ったんだけど。道路

が開業していく期間が。 

【四国地方整備局道路部長】  事業化から５年か、５年で開通という前提で。 

【評価室長】  すいません。まず、事業費、Ｂを積む時も、コストを積む時も想定で、お

おむね１０年とかそういった何かの部分で各区間ごと、ＡＢＣＤ、いろいろ事業の立ち上げ
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期間違うと思いますが、それぞれある程度想定して、事業がこう進捗するんじゃないかとい

うことで、Ｃを積ませていただいて、どこかから、またベネフィットも発生するという想定

を置かせていただいてやらせていただいております。 

【原田委員】  一応、説明は分かりましたけど、今の想定をしているところと、それから

最初の広域的に災害のことを考慮する、考慮しないかというところの判断の部分について

は、少なくとも、ここでも本当は参考資料で欲しいんですけど、地域でそれぞれのところで

やるときにはちゃんと説明がされて検討しているということであればいいと思うんですけ

ど、だから、非常にまとまった資料で上がってくるので、今日のここの資料だけではよく分

からないという状態になっているので、参考資料でも何でもいいからどこかにつけるよう

にしてもらいたいなと思います。 

 以上です。どうもありがとうございました。 

【小池部会長】  そうですね。一体評価も進捗状況によってかなり結果に影響があるとい

うことで、その辺、どの対象事業がどれによって計算しているかというところを明確にして

くださいと。 

【国道・技術課長】  １回、考え方をしっかり整理して資料の中に入れるような感じで整

理をしたい、今、先生から御指摘いただいた考え方で。 

【小池部会長】  そうですね。特にすごく進んでいるところと、あと１個のところと、ま

だかなり未区間が多いところで評価の整合性が取れているのかというのは、まさに御指摘

のとおりだと思うんです。 

【国道・技術課長】  整合というか、制度がないということですね。 

【小池部会長】  そうですね。少し追加情報で議論できるようにしていくという工夫が必

要かなと。 

【国道・技術課長】  今後、一体評価しているときの区間内の状況みたいなのも後で読め

るように。 

【小池部会長】  そうですね。 

【国道・技術課長】  お示しした上で審議していただく。 

【小池部会長】  そうですね、そのほうが分かりやすいと思います。それで不公平感がな

いのか、最後の１個は有利だとか、最初の１個は不利だとかということがないかどうかも多

分、委員の方は知りたい情報だと思いますので、ぜひ１度議論していただいて。 

【国道・技術課長】  それが分かるような資料を今後準備するように。 
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【小池部会長】  そうですね。そうしていただければ。今の方法で本当にフェアかどうか

というのはよく分からないところもありますので、よろしくお願いします。 

【国道・技術課長】  はい、ありがとうございます。 

【小池部会長】  そのほかいかがでしょうか。竹内先生、お願いします。 

【竹内委員】  竹内です。御説明ありがとうございました。私からは質問が１点と、あと

コメントが１件です。 

 御質問のほうなんですけども、個別案件の８号の彦根バイパスのところについてです。こ

の中の評価で、右側にある評価で歩行空間というところがありますよね。そこを見てみると、

市街地に歩道を整備し、安全かつ円滑な歩行空間の確保というのが効果としてあるんだと

いうことだと思うのですが、これはバイパスですから、恐らくこれはバイパスに付随するも

のではなくて、市街地が混雑していて、バイパスをつくることによって市街地が道が空くと

いうようなことだと、それで歩道をつくるのだと理解しました。ただ、この表現を見る限り

は、バイパスをつくろうが、つくるまいが、市街地の歩道は整備できると思うんですよね。

ですから、バイパスをつくったときの効果とか影響としてこの効果を言っていいのかどう

かというのが疑問に思ったんです。バイパスをつくった結果、市街地に歩道をつくる面積を

広げることができた、というようなことはちょっと想像できないので、市街地の歩道の整備

とバイパスの実施の有無に関する関係について教えてくださいというのが１点です。 

 それからコメントのほうは個々の案件ではない話なんですが、資料の１の４ページのと

ころです。全体にどうやって見ていきましょうかというお話がございました。４ページのと

ころのささいなことですけど、上の緑の四角で、自動車や歩行者への影響と書いてあるんで

すが、これもうるさく言うと、歩行者だけではなくて自転車であったりとかバリアフリーを

考えれば車椅子の話もあったりもするので、歩行者限定でいいのかなという気もしました。

あまり「等」とつけるのは好ましくないと思うんですが、歩行者に限定しておくことがいい

のかどうかというところはコメントさせていただきます。 

 私からは以上です。お願いいたします。 

【小池部会長】  ありがとうございます。歩道拡幅の効果ではないのかというところです

が、いかがですか。 

【近畿地方整備局道路部長】  竹内先生、御質問ありがとうございます。青帯の歩行空間

のところの市街地に歩道を整備し、安全かつ円滑な空間を確保といったところでの評価の

内容につきましては、９ページ目を御覧ください。こちらに少し大きな図面を用意しており
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ます。彦根東近江バイパス（Ⅰ期）８.１キロのうち、比較的市街地を形成している部分を

通過する区間がございます。標準断面図に示したとおり、土工部につきまして、そういった

ところを通過するところなどには歩行空間が形成されるということで、このような表現を

させていただいております。 

 以上でございます。 

【小池部会長】  もともとの国道ではなくて、バイパス区間のかつ市街地を通る区間の評

価ですよという意味ですね。 

【近畿地方整備局道路部長】  はい。 

【小池部会長】  よろしいでしょうか。 

【竹内委員】  はい、了解です。 

【小池部会長】  あとコメントいただいた件もよろしいですか。 

【国道・技術課長】  資料１の４ページ、御指摘のとおり、自転車を排除しているわけで

はございませんので、表現上しっかりと今後は工夫したいと思います。すいません。「等」

をつけるのがいいのか、そこら辺はまたよく考えて整理したいと思います。御指摘ありがと

うございます。 

【竹内委員】  ちょっとお考えください。了解いたしました。以上です。ありがとうござ

います。 

【小池部会長】  ありがとうございます。そのほか、どうでしょうか。 

 なければ、少し私のほうからですが、今回上がっている７件のうち、１番と６番、北海道

の中川天塩道路と四国の牟岐海部道路というのは、何もないところに新しく道路を造ると

いうものですよね。それ以外のところは、先ほど竹内先生もあったように現道、昔の国道が

あって、高速道路があって、それに対して問題が出てくるのでバイパスをつくると、５つは

共通しているんです。実はそれで評価も見たら分かるように、Ｂ／Ｃの値もかなり違うとい

うのはまさにそのとおりなんです。これをどう考えるかというのはもちろんなんですが、ま

ず、便益評価について、一般的に便益評価について言うと、例えば羽藤先生がおっしゃられ

たように維持管理の問題でいえば、ここの区間じゃなくても稚内札幌の道路は現道がかな

り軟弱地盤で、重たい車が走るともうガタガタになるんですよね、冬場は。特にこういった

ものはかなり実は節約できるんですよね。高速道路に迂回することによって現道の維持管

理費はかなり安くできるとか、こういうのをどうやって考えるのかというのも本当は考え

るべきかも分からないです。 
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 もう一つは、５つの高速バイパス現道がある道路なんですが、これ実は非常に難しくて、

竹内先生が指摘したように、バイパスをつくる本来の目的は、現道を生活道路に回復できる

という交通安全の効果とか都市の開発の効果とか様々あるんですけど、全くカウントして

いないんですよね。これをどうやって考えるかなんですが、もう少し考えなきゃいけないの

は、実はこれ、高速道路の料金施策によって便益は全然違うということなんです。簡単に言

うと、高速道路はあまり利用されていないですよというんだったら、つくるよりも料金を無

料にして誘導したら社会問題は解決する可能性もあるし、実は高速道路の利用状況によっ

て評価というのはかなり本当は変わるんだろうと思うんです。この辺は技術的にも少し検

討しないといけないところですよね。 

 なぜこんなことを言うかというと、私が関与している阪神高速神戸北線なんかは、神戸市

のお金によって料金を安くすると下の有馬道路の渋滞解消にかなり貢献するとか、こうい

ったうまい使い方ができるんですよね。つくるという段階でも、そういううまいやり方をす

れば、工事期間を短くして工事費を安くすることも可能なんです。つまり、高速道路を安く

して、高速道路のキャパシティーがあれば費用をかなり削減できる、早く着工できるとか

様々な面があって、これは提携されている手法ではないですが、個別には検討する余地はか

なりあることかなあという感じを受けました。これから出てくるのはとにかく新規で最後、

もう１個、新規でもつながっていないところをつくるか、あとはバイパスをつくるかという

のが多いので、少しそれによってＢ／Ｃの見方とか、費用便益の考え方というのはまだ少し

検討の余地があるところはかなりありそうだなという感じが受けました。これはコメント

です。 

 そのほかいかがでしょうか。よろしいですかね。よろしいですか。後で最後、まとめて議

論しますので、それでは、次の議題に移りますが、その前に、一応この時点で、令和８年度

新規事業化候補の７事業について、部会の意見としては、新規事業化は妥当であるという結

論でよろしいでしょうか。御意見ございませんか。それでは、そうしたいと思います。御審

議いただき、ありがとうございます。 

 続きまして、有料道路事業を活用した道路整備について、事務局より御説明をお願いしま

す。 

【高速道路課長】  高速道路課長、渡邊でございます。有料道路事業に関する資料４、説

明させていただきます。 

 １ページ目を御覧ください。有料道路事業に関する審議案件、４事業ございます。有料道
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路事業の新規導入が１事業、既に有料道路事業化されているものの投資額変更、３事業でご

ざいます。一般国道の有料道路事業の活用につきましては、平成２３年度から事業の責任分

担でありますとかプロセスを明確化するための取組を充実しておりまして、事業主体であ

ったり、施工区分、有料投資額について、この事業評価部会で御意見をいただく形としてご

ざいます。 

 資料１ページ目でございます。本日の審議事項の全体像になります。まず、有料道路事業

の新規導入でございます。一般国道５７号、中九州横断道路、現在、国直轄事業として進め

られておりますが、新たに有料道路事業を導入するというものでございます。熊本県熊本市

におきまして、有料道路事業を前提とした都市計画変更手続を終えており、地元からも有料

道路事業の導入について一定の理解が得られているという状況でございます。 

 次に、有料道路事業の投資額の変更、３事業ございます。１つ目が、一般国道４６８号、

圏央道神奈川県区間でございます。平成１２年度から、有料道路事業を導入してございます

が、事業進捗に伴いまして、大規模なシールドトンネル工事の発生土処理方法の変更等に起

因する投資額の増加を行おうとするものでございます。 

 ２件目、同じ圏央道千葉県区間でございます。こちらは平成２５年度から有料道路事業を

導入してございますが、今般事業進捗に伴いまして現地調査をした結果、現地状況に合わせ

た構造物、あるいは工法等の変更に対応する投資額増加を行おうというものでございます。 

 ３件目、一般国道神戸西バイパス、平成３０年より有料道路事業を導入してございます。

こちらも事業進捗に伴いまして、周辺地盤への影響を回避するために、杭の施工における止

水対策の追加等を、起因します投資額の増加を行おうというものでございます。 

 これら３事業につきましては、事業費の増加事由等、その妥当性につきましては、各地方

整備局の事業評価監視委員会で御審議をいただいているものでございますが、この部会で

は、その増加額の一部を有料道路事業として対応することについて御意見をいただくとい

うものでございます。いずれの事業につきましても、有料事業の投資額の増加分につきまし

て、実績の交通量が償還計画上の交通量を上回ること等で生み出されます追加的な料金収

入等を活用することで、有料道路事業としましては、債務償還に影響を及ぼすことなく負担

し得るということでこれらの事業を実施していくこと、高速道路会社からは確認をしてい

るというところでございます。 

 ２ページ、３ページは、今、概要説明しました審議対象事業の一覧となります。 

 個別に説明をいたします。資料の４－１ページでございます。一般国道５７号、中九州横
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断道路、大津西から下硯川間、熊本県の大津町、合志市、熊本市を結びます延長約１７キロ

４車線の自動車専用道路であります。令和２年度以降、順次、国の直轄事業として事業化を

してございます。当該路線は、ＮＥＸＣＯ西日本が管理をいたします九州縦貫自動車道と交

差する路線ということになってございます。 

 次の資料４－２ページをお願いします。当該区間におけます有料の投資額につきまして

は、ＮＥＸＣＯ西日本におきまして、この表にあります算出条件を基に算出を行っておりま

す。料金の水準ですが、ＮＥＸＣＯ西日本が管理します地方部の高速道路の料金設定と同じ、

ターミナルチャージ１５０円、普通車で言いますと、キロ当たり料金２４.６円ということ

で設定をしてございます。この結果、全体事業費として２,１０５億円でございますが、料

金収入から確保できる有料投資額として１６５億円という金額が算出をされているところ

でございます。 

 次のページ、４－３ページをお願いします。直轄の公共事業と有料道路事業の施行の区分

でございます。有料道路事業では日常的なメンテナンスが必要な舗装、あるいは設備工事の

一部を対象とするほか、九州自動車道と接続するジャンクション部につきましては、高速道

路会社が有料道路事業で実施することが効率的であろうということで、そのような形での

施工区分を想定しております。概要図の赤い部分、イメージでございますが、有料道路事業

の担当部分ということで示してございます。 

 次のページ、４－４ページをお願いします。当該道路につきましては、ＮＥＸＣＯ西日本

を有料道路事業主体とすることをお諮りしたいと思います。ＮＥＸＣＯ西日本におきまし

ても、九州自動車道と一体となって機能し、かつ効率的な管理が可能であろうということか

ら、当該区間に対する有料投資を行う意向があるということを確認してございます。 

 次、４－５ページをお願いします。こちらは熊本県からいただいた意見でございます。有

料道路事業の活用に同意をすること、さらには、ＴＳＭＣをはじめとする企業集積地周辺の

物流効率化であったり、あるいは熊本都市圏の渋滞緩和の観点からも当該道路の早期完成

が望まれるということから用地取得、あるいはインター周辺道路整備に協力をしますとい

うようなことが意見として表明されているところでございます。 

 次、４－６ページでございます。こちらは熊本市からいただいた意見でございます。熊本

県と同様でございます。有料道路事業の活用への賛同、さらには、熊本市が整備しておりま

す熊本西環状道路、さらには、九州縦貫道と一体となった高速交通ネットワークが熊本都市

圏の渋滞緩和に大きく貢献するということを期待しておりまして、早期完成に向けた地元
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調整、関係機関協議に協力をするということが意見として提出されているところでござい

ます。 

 続きまして、既に有料道路事業化されているもので投資額変更を行う３事業について説

明をいたします。資料５－１ページでございます。一般国道４６８号、圏央道、金沢－戸塚

区間、横浜市に位置します延長約９キロ、本線部６車線の自動車専用道路でございます。 

 次の５－２ページをお願いいたします。平成１２年度から有料道路事業を導入してござ

いまして、現在、ＮＥＸＣＯ東日本が事業を実施してございます。事業の進捗に伴いまして、

今般、大規模なシールドトンネル工事を行っておりますけれども、その発生土が基準を満た

さない発生土が出ているということで、土質改良であったり仮置場の追加、それに追加的な

費用が必要となるということで、その部分につきまして投資額の増加を行うというもので

ございます。全体としまして、全体事業費７,９２０億円、そのうち、有料投資額３,７００

億円、そこから２１０億円ほど増加しまして３,９１０億円になるという計画でございます。 

 続きまして、６－１ページでございます。同じく圏央道、大栄－松尾横芝区間、千葉県の

成田空港付近に位置します圏央道のミッシングリンク、約１８.５キロ、暫定２車線整備を

している自動車専用道路になります。 

 こちらについて、詳細が６－２ページでございます。平成２５年度から有料道路事業を導

入しておりまして、こちらもＮＥＸＣＯ東日本が事業を実施してございます。同様、事業進

捗の過程で詳細調査を行った結果、現地条件に合わせて、擁壁等の構造物、あるいは湧水対

応の工法の変更、資材価格の高騰への対応、こういったものに対応するために、今般、有料

投資額の増加を行うという計画でございます。全体事業費約１,８６０億円、このうち有料

投資額約６００億円、増加額１１０億円、計、最終値７１０億円になるという計画でござい

ます。 

 ３番目でございます。資料７－１ページです。一般国道２号、神戸西バイパス、永井谷－

石ヶ谷区間、神戸市に位置します延長約７キロ、４車線の自動車専用道路になります。道路

の横断図は左下のほうに絵としてつけさせていただいております。 

 こちらのほうの投資額の変更が７－２でございます。神戸西バイパスの整備でございま

す。こちらのほうも当初直轄事業で行ってきたところ、平成３０年より有料道路事業を導入

しまして、ＮＥＸＣＯ西日本が事業を実施してございます。事業進捗に合わせまして、現地

の詳細調査等を行った結果、杭の施工において、周辺地盤への影響が予想されたこともあり、

止水対策の追加をするなど、投資額の増加を今般行いたいという計画でございます。全体の
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事業費が１,６００億円、有料投資額、現在７６０億円でありますが、増加額２８０億円で、

最終的に１,０４０億円になるという計画になります。 

 以上３事業、有料投資額の増加ということでございますが、冒頭でも説明いたしましたが、

この３事業いずれも、これら投資額の増加というものが債務償還には影響が生じないよう

にできるということは、高速道路会社のほうからそういう確認を受けているという状況で

ございます。この部会で御意見をいただきまして、今後、高速道路会社から国土交通省に有

料道路事業の許可申請がなされ、最終的に国土交通大臣が事業許可の決定を行うというこ

とが手続として今後予定されております。 

 以上でございます。 

【小池部会長】  ありがとうございました。有料道路事業を活用した道路整備について今、

出た４件ですか、御意見、御質問お願いします。 

 ここでの審議は全ての道路は既に事業評価を終えて必要であるという認識に立っていま

すが、１番目の中九州に関しては、運営主体をＮＥＸＣＯにお願いするのと費用の負担をど

うするかということと、あとの３つは、費用の増加分をどれだけ会社と公共で負担するかの

割合について、これでいこうという話ですが、御意見ございますか。羽藤先生、お願いしま

す。 

【羽藤委員】  羽藤です。どうも御説明いただきまして、ありがとうございます。 

 ２点ありますけれども、まず、熊本ですけれども、なるほど確かに、有料道路として整備

を加速するというやり方は、これ、ほかの地域においても非常に重要なスキームになると思

いますし、特にＴＳＭＣ進出を契機とした熊本都市圏の全体の産業集積の戦略の中に組み

込むということが重要な事業だと思いました。通常のＢ／Ｃですと、負担設定のところは、

熊本都市圏の地域クラスター構想に対応したインフラという捉え方ではなくて、別の区間

設定でＢ／Ｃというのを計算していると思いますが、ひょっとしたら半導体関連産業の物

流とか通勤動線とか周辺土地利用の高度化とか、関連投資の誘発みたいなことを考えると、

ここに書かれてあるＢ／Ｃよりもちょっと違う形での効果、あるいは中長期的な地域の価

値の上昇を内政化した稼げるインフラとしての位置づけということもできようかと思いま

すので、また、地域へのこうした事業スキームの転換による地域クラスターの活性化といっ

たような観点でのこうした事業評価、あるいは途中でのスキームの変更といったようなこ

とはぜひ認めるべきだと思いますし、そうした議論がどの程度されているのかというのが

気になったので、もし追加的に説明があればお伺いしたいなと思った次第です。 
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 ２点目は、首都圏中央連絡自動車道の金沢－戸塚間の区間についてですけれども、こちら

の事業変更のほうは、単なるコスト増対応というよりは、やはり首都圏の外環のネットワー

クの冗長性、多重性を確保する国土的な安全保障上の観点からこの事業を再位置づけする

というとあれなんですけれども、特に物流とか緊急輸送とか代替ルートを担う基幹リンク

ですから、施工の高度化による費用増というのがネットワーク信頼性の確保のコストとし

て評価できるようにも思いますので、有料事業での吸収にとどまらず、レジリエンスという

公共的な価値を制度とか財政面でどう裏づけ、料金制度と整合させるのかという観点に立

つと、単純にこういうふうに変えましたということ以上に、レジリエンス的な部分、それか

ら国土軸的な部分から、そこのところは国費で見つつ、有料事業としても成立させるといっ

たような、そういう考え方も成り立とうかと思うんですが、どういった事業評価の枠組みの

中で、道路の変更事業、事業スキームの変更を捉え直そうとしたのかということについて、

もし追加的に少しコメントがあればお伺いしたいなと思った次第です。 

 以上です。 

【小池部会長】  まず、中九州横断道路に関しては以前、この事業評価部会で上がった件

ですかね。半導体工場なんかで需要増を見込んでやっているという記憶があるんですが、い

かがでしたでしょうか。 

【高速道路課長】  今回、確認しますと、半導体工場等の立地に伴う開発需要というもの

は見込んだ上での交通量配分をやって、実際、今回の有料道路にどのくらい交通が乗るのか

というのは、その開発需要を見込んだ上でやっているというところでございます。 

 あと、先生おっしゃられたように、今回、熊本もかなり地域が非常に熱心に産業的な政策

と、あとこういう道路の使い方を合わせて非常に議論していただいて、この有料道路化とい

うものも地域からの提案として出てきているような形ありますので、先生おっしゃったよ

うに、非常にいいモデルになるんじゃないかなと私は考えているところでございます。 

 もし何かありましたら。 

【九州地方整備局道路部長】  そうですね。需要予測については、開発需要、開発計画が

されているものの需要については載っけられているんですけども、先生おっしゃったよう

に中長期的には、もっともっと我々が想像しないような発展をしていく地域の需要をどう

見込んでいけるのかというところは、作業しながらの課題かなと思いました。 

【小池部会長】  そうですね、住宅開発も付随して起こるでしょうし、それは予測、まだ

全然できていない状態ですし、そういうふうにやっているということですね。よろしいでし
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ょうか。それから戸塚－金沢間の考え方の問題ですが、いかがですか。 

【高速道路課長】  今回は正直言いまして、圏央道、その事業費増の分というのは、まさ

に通常の交通需要、実績と将来の計画とのギャップを投資の余力と捉えて有料道路に充て

るというシンプルな発想でやっておりますけれども、先生おっしゃったように、圏央道とい

うものを道路ネットワークとしてどういうふうに位置づけるのかという話から含めて、そ

こから資金需要をどのように充てていくのかというような戦略的な考え方も、おっしゃる

とおりあるのかなと思いますので、たちまち今そこまでできているわけではないと思いま

すが、今後の検討課題にしたいなと思いました。 

【小池部会長】  そうですね。今のところは道路の事業化が要るということに対して償還

できる範囲とルールで決めているんだと思いますが、有料道路事業を導入することによっ

て計画そのものの範囲が増えるのであれば、それをどうやって計画に入れていくかの話だ

と思うんですよね。そうであるならばという条件ならば、こういう絵が描けるというような

議論がなかなかまだできていないんじゃないかということだと思いますので、ぜひ１度検

討していただければと思います。 

【羽藤委員】  熊本のほうは、型どおりにきっちりやっておられるので本当に問題なくて

きっちりやっておられるという印象なんですけども、パッケージ型の整備ということで見

たときに、地域で大きな投資が生まれる契機にもなりますので、我々は事業評価という観点

でこのように見てしまうんですが、地域から見るとほかにも必要な事業、鉄道とかいろんな

ものがあるわけですので、そうしたパッケージ型というような見通しもできると思います

し、これは首都圏においても事業費は相当上がっていて、いろんな組替えでやっていかざる

をいけない中では、国の非常に重要な災害リスクなんかにも耐えられる部分については、き

っちりとこういう考え方でやっていくんだということでもって、首都圏における事業も推

進していけるようなやり方をぜひ、こういう議論を言語化していただけるようにしていた

だきたいと思った次第です。 

 大変分かりやすかったです。ありがとうございました。 

【小池部会長】  ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。太田先生、お願い

します。 

【太田委員】  太田でございます。先ほどの新規事業採択と同様に今回のスキームの変更、

大変結構だと思いますので進めていただきたいと思います。 

 今、小池先生、羽藤先生のお話をお聞きして思ったことで、我々のここでの存在意義を否
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定するような物言いになりますが、有料事業のスキームの変更をここで審議する必要があ

るのですかという質問です。つまり、事業としては採択されているのであって、それがスキ

ームの変更によってＢ／Ｃが大きく低下し、中止すべきではないか、と言うようなケースで

は議論すべきだと思うのですが、有料道路事業をうまく活用して着実に進めていくという

ことであれば、報告事項でもいいのかなと思った次第です。 

 背景を考えてみると、もう２５年以上前の話ですが、国幹審議会のときから事業費が変わ

ると全部、審議にかけていましたね。なので、その名残かなとも思っています。一方で、直

轄事業で、例えば事業費が上がったからといって事業評価部会で議論するわけではないで

すよね。そういう意味では、もしかしたらルールだけを決める、Ｂ／Ｃが１を割って来ると

か、Ｂ／Ｃの低下がある水準を超えるとかあれば審議する。そうでないのであれば、審議事

項でくても、報告事項でも良いと思いました。 

 そういう意味では、むしろ事業評価部会としてのスタンスとして、どのように見ていくの

かということも重要だと思いますし、今申し上げたように、直轄のほうでコストが大きく上

がっているときに、どのように私たちはそれをモニターしていくのかという課題も別途あ

ると思いました。以上です。 

【小池部会長】  ありがとうございます。いかがでしょうか。 

【高速道路課長】  太田先生、御提案大変ありがとうございます。せっかくいただいた提

案なのでしっかり検討したいと思いますが、なぜここで審議をしているかというのは、この

紙に、今、画面に映している資料に集約されておりまして、平成２３年、かなり古い時代の

事業評価部会で整理をした事項でございますけれども、一般国道を有料化するというプロ

セス等について、しっかりその説明責任を果たすべきだという、そういう背景だと思います

が、責任分担、プロセスを明確化するために取組を充実しようと、そういうものが決まって

おりまして、これに基づいて今日やっているということでございます。 

 具体的には、今日説明した中にもありますけど、地方公共団体からいわゆる合併施行方式

にちゃんと意見をいただこうであるとか、高速道路会社はどう考えているんだという意見

をいただこうであるとか、あるいは、３つ目がこの部会、第三者からの意見をいただこう、

さらに右の一番下、有料投資額が増えるような場合には改めて事業評価部会の意見をいた

だこうと、こういう制度の運用をしっかりと客観的にオープンにして説明責任をしっかり

果たすべきだという背景で始まったのかなと捉えておりますが、先生からせっかく提案を

いただきましたので、いろいろ関係者で議論したいなと思います。ありがとうございます。 
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【太田委員】  実は、うろ覚えにこれは覚えていたのですけれども、そのときはそのとお

りだなと思っていたのです。つまり、有料道路事業と、公共事業、合併施工等々の割り振り

方のあるべき姿を考えるときに、こういうことを積み重ねていくのが重要だと思っていた

のです。それが、もうある程度、仕組みが固まったように思いますので、事業評価部会で審

議というよりは御報告いただくような形の位置づけに変えるのも、そろそろもう１５年も

たっていますから、良いかなと思ったので申し上げました。 

【高速道路課長】  ありがとうございます。 

【小池部会長】  ありがとうございます。また、検討していってください。そのほか、よ

ろしいでしょうか。よろしいですかね。 

 それでは、ほかに御意見ございませんので、有料道路事業を活用した道路整備について、

部会の意見としては妥当であると御報告したいと思います。いかがでしょうか。 

 本日予定されていた議事は以上ですが、そのほか、関係して意見、コメント、全体を通じ

てあられる方はおられますか。原田先生、お願いします。 

【原田委員】  すいません、原田ですが、さっき誘発交通とか開発交通の話があったんで

すけど、だんだんと我が国の状況が変わってきて、公共交通のほうの投資も大きく進むよう

な市とか県が出てき得ると。特に熊本県はそういうことを今やっているわけです、実際に。

だから逆に車から公共交通に転換して、その結果、渋滞が減るというようなことも起こり得

るということですよね。アメリカだと、ポートランドＬＲＴのあの辺をやるときに高速道路

をやめて、そのお金で公共交通を使ったほうが全体がよくなるというので、それもちゃんと

分析してそういうことを示して、道路に使ったお金を公共交通に使ったんですけども、我が

国もそういうことがあり得るかもしれないというのは意識しておいたほうがいいかなとい

うのが１点と。 

 それから、さっきバイパスができて歩道がどうのこうのという、どうのこうのじゃないな、

歩道の話がありましたけども、バイパスが旧道から通過交通を排除するという効果がある

というのは一般に知られているんですが、それについても旧道のほうも同時に一体的に整

備しないと、通過交通が入りにくいような構造にして一体的にやらないといけない、これは

もう１９９０年ぐらいですかね、１９９０年ぐらいにイギリスでバイパスデモンストレー

ションプロジェクト、イギリスでやる前にフランスで、フランスは何ていうか分からないけ

ど同じことをやられたということで、それはもう当たり前のように本当はやられているこ

となんですよね。ですから、そういう一体的な整備というのが本当は必要だと。 
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 それから、もう１個だけ、今、ブキャナンレポートを読み直しているんですけど、読み直

してみると、よくみんな４段階の道路段階構成というんですけど、あれは違っていて、最初

に２つに分けるんです。ディストリビューターとアクセス道路と。ディストリビューターと

いうのは市街地を出たところで車が円滑に走りをよくて、そこはもう車の世界であると。だ

けど、市街地に入ると、それは街路で人がいて、人の活動があるので全くつくり方が違うと

いうので、ここでやっているのはディストリビューターのほうだと思うんですけども、高規

格幹線道路の一部、高規格幹線道路の一部かな、その沿道の規制が必ずしも十分でないもの

が今入っていると思うんですけど、その辺の連動性もきっちりやって、走行機能をずっと確

保するということも、もっと気を遣ったほうがいいんじゃないかなと。 

 以上３点、コメントですので言いっ放しですけど。 

【小池部会長】  ありがとうございます。そうですね、まさに今後評価も、事前の計画も、

計画がこれから大きく動きそうだという状況、経済も成熟してきてモードも複雑化し、特徴

あるまちづくりができるようになってきたときに、全体の計画との整合性が今までマスタ

ープランとの整合性と言ってきたけれども、そこに地域ごとの特性がなかなか実は入らな

くて、道路のつくり方の考え方とか、公共交通との関係とか街路、既存街路との一体計画を

どうするかとか、あるいは、それは国土レベルで言えばもっと大きな、先ほど羽藤先生もあ

りましたけれども、首都圏の道路をどうしていくかという、こういうビジョンというか計画

と評価の整合性というのは多分これからもっと問われてきて、個別の道路評価の提携では

なかなか対応できないような状況、これは需要予測もそうですが、といったときの問題が多

分出てくるだろうということだと思いますので、ぜひいろいろと、ここでも議論していけれ

ばなと思っています。ありがとうございました。 

 ほかどうでしょうか。せっかく順調に進んでおりますので、あと１人ぐらい……。 

【事務局】  田島先生からコメントのほうでいただいています。「各事業、御説明、御審

議をいただきありがとうございます。採択について異議ございません。本日は会議に参加す

る環境が整わず失礼いたしました」ということでコメントいただいています。入っていただ

いているんですけど、お話しするのが難しい場所にいらっしゃるということで。 

【小池部会長】  分かりました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日予定されていた議事は以上でございます。なお、部会による決議は社会資

本整備審議会運営規則第９条第３項により、分科会長が適当と認めるときは分科会の決議

とすることができます。本日の議決は分科会長として、これを適当と認め、分科会の議決と
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させていただき、分科会から社会資本整備審議会への報告、社会資本整備審議会から大臣へ

の答申の手続を進めさせていただきます。 

 それでは、議事進行を事務局へお返しします。 

【総務課長】  長時間にわたる御議論ありがとうございました。 

 本日の議事録につきましては、後日、委員の皆様方に議事録の案を送付させていただき、

御同意をいただいた上で公開いたしたいと思います。また、近日中に速報版として、簡潔な

議事概要を国土交通省のホームページにて公表いたします。 

 それでは、以上をもちまして、第３０回事業評価部会を閉会いたします。本日は誠にあり

がとうございました。 

 

―― 了 ―― 


